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に
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す
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に
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、
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紙
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送
付
す
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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
信
用
保
証
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

信
用
保
証
制
度
に
つ
い
て
は
、
民
間
金
融
機
関
に
お
け
る
事
業
性
を
重
視
し
た
融
資
等
の
取
組
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、

不
断
に
制
度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
お
尋
ね
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
、

具
体
的
に
お
答
え
で
き
る
段
階
に
は
な
い
が
、
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。


